
令和４年度 第２回四街道市障害者自立支援協議会 会議次第 

 

 

 

                         令和５年２月１４日（火） 

                         １０時００分から 

                         保健センター３階 大会議室 

 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 題 

 

（１）日中サービス支援型共同生活援助の評価について 

 

（２）障害者のための防災・支援マニュアル（案）について 

 

（３）医療的ケア児等支援協議会等の設置について 

 

 

３ そ の 他 

 

 

４ 閉 会 
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 資料 No．1  

 

日中サービス支援型共同生活援助の評価結果（案） 
 

 

（基本情報） 

 

事業者名

指定日 令和3年 7月 1日

所在地

定員数（共同生活援助）

定員数（短期入所）

共同生活住居数

障害支援区分

非該当 総　数：

区分１ 人

区分２ 総　数：

区分３ 2人

区分４ 総　数：

区分５ 人

区分６ 総　数：

合計 人

生活支援員

四街道市たかおの杜12番地18 8人 8人

20人 （常勤換算後） （常勤換算後）

項目 【 事業所記入欄】

１　施設概要

グループホームふわふわ四街道

人員配置

日中

世話人

2人 5.5人 5.3人

2戸 夜間

【住居の内訳】 【定員数の内訳】 世話人（夜間） 生活支援員（夜間）

２　利用者状況

（令和4年11月1日

　現在）

人数

内訳

主な障害種別利用者人数（重複はそれぞれ記入）

人
身体

グループホームふわふわ四街道A棟 10名 5人 8人

グループホームふわふわ四街道B棟 10名 （常勤換算後） （常勤換算後）

1人

人 主に日中GHで過ごす人数：

人
知的

17人

人 主に日中GHで過ごす人数：

2.0人 2.3人

2人
精神

4人

6人 主に日中GHで過ごす人数：

9人
難病等

人

17人 主に日中GHで過ごす人数：
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項目３  利用者の主な日中活動について 

設問    ＧＨ内で主にどのような日中サービスを提供しているか。 

 

（事業者回答） 

 

 平日：買い物や散歩、室内創作活動などを行っております。こだわりが強い方には本人の 

こだわりに沿った支援を行っております。（時計での時間問題、タイマー遊び音楽 

鑑賞など） 

 

 土日：毎週土曜日は全体でお菓子パーティーやレクレーションなどのイベントの開催を行 

っています。 

 

（委員意見） 

 

１．概ね適切だが、より充実した支援・サービスの提供に努められたい。 

２．長引くコロナ禍、支援等気遣いが大変だと思いますが、しっかりした取り組みをお願い 

  したいと思います。 

３．前回と特に変化がないように思います。 

４．個々の対応が出来ていて良いと思います。 

５．利用する方の実態に応じた支援を心がけてください。 

６．利用者さんが定着しているので。 

 

（要望・助言・評価案） 

 

総評：支援・サービスの内容に改善の余地がある。 

 

１．利用する方の実態に応じた支援を心がけ、充実した支援・サービスの提供に努められ 

  たい。 
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項目３  利用者の主な日中活動について 

設問    外部の日中活動サービス等の利用人数及び内容について 

 

（事業者回答） 

 

 外部の日中活動サービスの利用人数 １３人 

 他事業所の生活介護 ２名 

 同一敷地内併設生活介護 １１名 

 

（委員意見） 

 

１．他事業所に通所する方など外へ出る機会があり良い。同一敷地内で生活介護を行って 

  る方の活動を充実させてほしい。 

２．定員数迄受け入れが出来るよう体制を整えて頂きたい。 

３．概ね適切だが、更なる利用人数の拡充と内容の充実に努められたい。 

 

（要望・助言・評価案） 

 

総評：標準的な利用人数及び内容である。 

 

１．概ね適切だが、更なる利用人数の拡充と内容の充実に努められたい。 
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項目４  利用者に対する地域生活の支援状況について 

設問    利用者に対して外出や余暇活動の支援に努めているか 

 

（事業者回答） 

 

 外出支援として、体調、気候を考慮のうえ外気浴をスケジュールに組み込んでいます。 

 ドライブ、買い物は月内で定期的に行っています。 

 

（委員意見） 

 

１．概ね適切だが、より効果的な外出・余暇活動等の支援活動に努められたい。 

２．余暇活動の提供はご本人の意思も大切にして頂きたい。 

３．メリハリのある余暇活動を期待します。 

４．コロナ禍での外出はとても大変ではないかと思います。 

５．外出が難しい方が多いと思われますが、できるだけ回数を確保してください。 

 

（要望・助言・評価案） 

 

総評：外出・余暇活動等の支援活動の内容に改善の余地がある。 

 

１．外出回数の確保と効果的な余暇活動の支援に努められたい。 
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項目４  利用者に対する地域生活の支援状況について 

設問    体験的利用等のニーズに対応しているか 

 

（事業者回答） 

 

 これまでの体験利用者の人数 ９名 

（体験利用を通してグループホームふわふわ四街道に本入居に繋がっています） 

 

（委員意見） 

 

１．今後も体験的利用を継続していただきたい。 

２．コロナの中受け入れてくれたから。 

３．職員の体制を確保しないと体験は難しいものと思われます。 

４．より多くの方に体験していただきたいです。 

５．体験利用をして本入居につながる事は大変喜ばしい。安心して暮らせる場所になるこ 

  とを望みます。 

６．体験利用の人数について、もう少し増やせるよう体制の改善に努められたい。 

 

（要望・助言・評価案） 

 

総評：体験的利用の人数または内容に改善の余地がある。 

 

１．体験利用の人数について、もう少し増やせるよう体制の改善に努められたい。 
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項目５  支援体制の確保について 

設問    日中・土日を含めた常時の支援体制が確保されているか 

 

（事業者回答） 

 

 ユニットＡ ２名 ユニットＢ ２名 

 各ユニット常時３人以上の配置を目指して配置を行っていきます。 

 

（委員意見） 

 

１．概ね適切だが、より効果的な支援体制の確保に努められたい。 

２．支援員を確保するのも難しいとお聞きするが、手厚い人員配置ができる様にお願いし 

  たい。 

３．支援体制の確保がされていないようでした。支援の体制が確保されるよう努めてくだ 

  さい。 

４．人手不足で利用者支援がおろそかにならないようお願いします。 

５．常時、職員の人数の確保をお願い致します。 

 

（要望・助言・評価案） 

 

総評：支援体制の確保に改善の余地がある。 

 

１．人手不足で利用者支援がおろそかにならないよう、常時、支援体制の確保に努められ 

たい。 
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項目６  地域に開かれた運営について 

設問    家族や地域住民との交流の機会が確保されているか。 

 

（事業者回答） 

 

 面会の受け入れやご家族での外食など交流を行って頂いています。今年度は、施設内の 

 駐車場にて夏祭りの実施を行いました。ご家族様、相談員様や地域の方々にお声掛けを 

 させて頂きました。来年も行って頂きたいなどのお声を頂きました。 

 

（委員意見） 

 

１．できるだけ、いろいろな企画を行っていただければと思います。 

２．地域からのボランティアや学生などに呼びかけ交流を多く持ってほしい。 

３．声をかけただけでは、地域交流にならないと思います。是非、次回はおもてなしが出来 

  たらよいですね。 

４．概ね適切だが、より積極的な交流の機会の確保に努められたい。「地域の方々」とは、 

  具体的に施設周辺の方々のことなのか、確認できなかった。ふわふわ周辺の住民に伺っ  

  たところ、開所前後現在に至るまで、地元説明会などが開催されたとは聞いていない、 

  という。それが事実であれば、早急に開催願いたい。近隣住民にご理解いただくことは 

重要不可欠である。 

 

（要望・助言・評価案） 

 

総評：交流の機会の確保に改善の余地がある。 

 

１．地域からのボランティアや学生などに呼びかけ、交流を多く持ってほしい。 

２．近隣住民にご理解いただくことは重要不可欠であるため、これまで地元説明会を開催し

ていないのであれば、早急に開催願いたい。 
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項目６  地域に開かれた運営について 

設問    実習生やボランティアを積極的に受け入れているか 

 

（事業者回答） 

 

 受け入れ人数 実習生０人 ボランティア０人 

 今年度の実習生の受け入れは０人でした。ボランティアや実習生に関してどうしたら可能 

 なのかなど勉強させて頂きます。 

 

（委員意見） 

 

１．引き続き、学校・相談支援事業所と連携をとって行っていただければと思います。 

２．受け入れてないので評価できません。 

３．先ずは職員体制が整ってからで良いと思います。 

４．積極的に受け入れが出来る体制を作って頂きたい。 

５．ボランティアについて、昨年の評価において、社会福祉協議会や民生委員協議会など 

  の機関に協力を仰いではいかがかと助言したが、「どうしたら可能か」と仰るのはいか 

  がなものか。働きかけによっては、近隣住民の協力を得ることも不可能ではないと考え 

  る。実習生については、継続的に受け入れることができるよう、看護学生や福祉系学校 

  に受け入れの申し入れをしてはいかがか。 

 

（要望・助言・評価案） 

 

総評：実習生やボランティアの受け入れについて不足がある、または改善を要する。 

 

１．積極的に受け入れができる体制を整え、社会福祉協議会や民生委員協議会、看護学生 

  や福祉系学校への働きかけに努められたい。 
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項目７  短期入所の併設について 

設問    地域で生活する障害のある人を積極的に受け入れているか 

 

（事業者回答） 

 

 現在１５名契約で毎月短期利用者様が１名。 

 

（委員意見） 

 

１．概ね適切だが、より積極的な短期入所受け入れに努められたい。 

２．安心、安全な短期入所を期待します。 

３．地域のニーズに応えられるようお願い致します。 

４．職員の体制次第だろうと思います。無理をしないで行っていただければと思います。 

 

（要望・助言・評価案） 

 

総評：障害のある人の短期入所状況に改善の余地がある。 

 

１．職員の体制を整え、地域のニーズに応えられるよう、より積極的な短期入所受け入れに 

  努められたい。 
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項目７  短期入所の併設について 

設問    緊急・一時的な支援等の受け入れに対応しているか 

 

（事業者回答） 

 

 早期退院をしないといけないが受け入れて貰える事業所がないなどの理由で、取り敢えず 

 短期利用で受け入れて貰える事業所を探しているとのお問合せは多くあります。 

 

（委員意見） 

 

１．安心、安全な短期入所を期待します。 

２．問い合わせに対応できる努力を望みます。 

３．利用希望者の利用希望時に、いつでも応じることができるように、受け入れ体制を整 

  え、積極的に受け入れることができるように努められたい。 

 

（要望・助言・評価案） 

 

総評：緊急・一時的な支援等の受け入れに改善の余地がある。 

 

１．利用希望時にいつでも応じることができるよう、受け入れ体制を整備し、より積極的 

  な受け入れに努められたい。 
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項目８  相談支援事業者や他のサービス事業所との連携状況について 

設問   事業所との連携について実施した具体的な内容について 

 

（事業者回答） 

 

 施設にてモニタリングを実施しています。担当者会議の実施を定期的に行っています。 

 利用者様の状況の変化や事故等があった場合は速やかに共有を行っております。 

 

（委員意見） 

 

１．概ね適切だが、より積極的な相談支援事業者や他のサービス事業所との連携を図られた 

  い。 

２．他事業所連携に努めて頂きたい。 

 

（要望・助言・評価案） 

 

総評：相談支援事業者や他のサービス事業所との連携が標準的に図れている。 

 

１．より積極的な相談支援事業者や他のサービス事業所との連携を図られたい。 
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項目９  利用者の権利擁護について 

設問   利用者の権利擁護に関し実施した具体的な内容について 

 

（事業者回答） 

 

 利用者の個人情報保護に関しての事例研修の実施、虐待等の権利侵害の予防・対応に関し 

 て毎月１回本部研修及び虐待防止委員会を行い、各職員レポートの提出を実施。 

 

（委員意見） 

 

１．職員のメンタルについて配慮してください。 

２．職員教育をしっかりお願いします。 

３．研修を多く取り入れてください。 

４．もっと現場の声を聴いたほうが良いと思います。 

５．まずはカメラなどの設備や、修繕をお願い致します。 

６．概ね適切だが、より利用者の個人情報保護に努められたい。 

７．概ね適切だが、より充実した権利侵害の予防・対応に努められたい。 

 

（要望・助言・評価案） 

 

総評：（個人情報保護）利用者の個人情報保護に関して改善の余地がある。 

   （権利擁護）権利侵害の予防・対応に関して改善の余地がある。 

 

１．職員のメンタルについて配慮し、職員教育にしっかり取り組まれたい。 

２．より現場の声に耳を傾けるよう努められたい。 
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項目１０ その他 

設問   利用者の健康管理・医療との連携、 

職員の質の向上に関して実施した内容等について 

 

（事業者回答） 

 

 利用者様の健康管理としてカロリー管理の対策としてタイヘイ食堂を利用。医療連携と 

 してメドアグリクリニックを利用し２４時間相談往診が可能となりました。発語のない 

 方もいらっしゃいますので何かあればすぐに医師への相談ができる体制をとっておりま 

 す。職員の質向上を目指して、最低月１回ケア会議、支援計画の見直しを行っております。 

 外部研修にも積極的に参加しています。初勤務の職員にはＯＪＴシートを活用して支援 

 指導を行っております。 

 

（委員意見） 

 

１．体重や食事の支援、健康管理も含めて意識改革を行ってください。 

２．管理者含む職員の入れ替わりが多すぎます。何が原因なのか、しっかり分析してほし 

い。 

３．強度行動障害については、そうした入居者をどう理解するかがとても重要だと思う。問 

  題行動のきっかけは何だったのか、応用行動分析の手法も取り入れながらアセスメント 

  する必要があると思う。 

 

（要望・助言・評価案） 

 

総評：利用者の健康管理、医療との連携、職員の質向上等に関して改善の余地がある。 

 

１．体重や食事の支援、健康管理も含めた職員の意識改革に努められたい。 

２．管理者を含む職員の入れ替わりが多すぎるため、原因をしっかり分析願いたい。 

３．強度行動障害のある入居者をどう理解するかがとても重要だと思われるため、問題行 

  動のきっかけは何だったのかという応用行動分析の手法も取り入れながらのアセスメ 

  ントに努められたい。 

 

 



資料 No．2 

 

 

障害者のための防災・支援マニュアル 

（仮称） 

 

 

 

 

 

 

 

令和5年 月 

四街道市障害者自立支援協議会 

令和５年１月１９日時点原案 



 
 

 

文例：自立支援協議会会長による寄稿を予定 

 

 

はじめに 

 本マニュアルは、「四街道市地域防災計画」及び「第４次四街道市障害者基

本計画」に基づき、「自助」として障害のある方が災害に備え活用することは

もとより、地域の助け合いである「共助」による救援・救護に備えて、支援を

する側が障害の特性を考慮した支援方法や対応を理解し、避難誘導行動が円滑

に実施できるよう、行政機関の「公助」を活用しながら、災害対応力を高める

事を目的として、作成しました。 

 なお、作成にあたり、四街道市障害者自立支援協議会の防災作業部会におい

て、市内の障害者団体の代表者等と検討を重ね、災害時に障害のある方が直面

する問題を共有することが出来ました。 

 災害に備えて、また、災害発生時において、本マニュアルを積極的に活用し

ていただきたいと思います。 

 

  



 
 

目次 

自助（障害者自身に関すること） 

１ 災害の発生に備える 

(1)生活環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

(2)災害に備えて準備するもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

(3)障害に応じた準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

２ 災害が発生したときは 

(1)災害発生時の心構え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 
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１ 災害の発生に備える 

 

「自分の身を、自分で守ること」が防災の基本です。これを「自助」といいます。 

災害に備えて自分の生活する場所を安全に保ち、災害が起きた時には、病気の家族やケガ

をした家族を守るための準備をしましょう。 

また、自らが助けを求める力を身につけることも大切です。 

 

（１）生活環境の整備 

日常の暮らしにおいて、災害へ備えましょう 

□家の耐震診断 

□家の耐震補強工事 

□家具の転倒防止器具を設置する 

□照明などに落下防止器具を設置する 

□高いところに割れ物などは置かない 

□屋外までの避難経路に物を置かない 

□窓ガラスが割れたときに備え、フィルムを

貼る  

□防火カーテンを使用する 

□火元へ消火器を置く 

□電源ブレーカーの位置や操作方法を把握す

る 

 

災害に備え、福祉用具や補装具の整備をしましょう 

□車いすや杖を、常に手の届くところに置い

ておく 

□車いすの整備を定期的に行う 

□電動車いすなどは、常時充電しておく 

 

災害発生時に備えましょう 

□電源ブレーカーを落とす、ガスの元栓を閉

める、戸締りをする手順を確認しておく 

□自分の住む地域の避難場所や避難所を確

認しておく 

□災害時は道路が通れなくなる場合があるの

で、避難場所に行く複数の経路を確認してお

く 

□日頃から家族や地域の方に、災害時に必要

な支援の内容を伝えておく 
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（２）災害に備えて準備するもの 

医療に関するもの 

□体温計 □血圧計 □手動式人口呼吸器 

□常備薬（5日～1週間程度）        

□お薬手帳のコピー □健康保険証のコピー 

□障害者手帳のコピー 

□医療機器用のバッテリー 

食事に関するもの 

□飲料水（大人１人につき１日３Ｌ） 

□缶詰、ビスケットなどの非常食 

※１週間分の用意が必要です。避難する場合

は、避難所に持ち込みましょう。 

□スプーン・フォーク・ラップ類 

福祉用具 

□車いす、杖 □電動車いす用のバッテリー 

□補装具・呼吸器などのメーカーの連絡先 

救急用品 

□包帯、絆創膏、消毒薬 

衣類 

□下着 □靴下 □防寒着 □雨具 

□軍手 □着替え □眼鏡 □上履き 

□スリッパ 

貴重品 

□現金（特に小銭が必要です。） 

 

生活用品 

□洗面用具 □歯ブラシ □懐中電灯  

□ラジオ □携帯電話と充電器  

□携帯コンロ □家族の連絡先 □筆記用具 

□おむつ □生理用品 □ポータブルトイレ 

□ウェットティッシュ □乾電池 

□マスク（新型コロナウイルス対策） 

□ビニール袋 □トイレットペーパー 

□使い捨てカイロ 

避難用品 

□ヘルメット・防災ずきん 

□ホイッスル 

□運動靴（枕元に用意） 

 

・定期的に備えを確認し、消費期限に注意しましょう。 

・自身の障害の特性に合わせて必要なものを準備しましょう。 

・ひとまとめにして、決まったところに保管しておきましょう。 

・リュックサックなど背負えるものを準備しましょう。 

・常備薬が切れた場合、日常生活への影響やその対処方法等を家族や支援者と話し合ってお 

きましょう。 
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（３）障害に応じた準備 

①視覚障害のある方 

 白杖と点字盤の置き場所を決めておきましょう。 

 災害情報を入手するため、ラジオを身近な場所に置くようにし、防災行政無線の情報を

聞き逃さないようにしましょう。 

 支援者の方と実際に歩くなどして、避難所の場所を確認しておきましょう。 

 

②聴覚障害のある方 

 補聴器はいつでも取り出せる場所に、予備の電池と一緒に保管しましょう。 

 災害情報を入手するため、市の防災情報配信サービス（メール、ＦＡＸ）、Yahoo!防

災速報などの各種情報提供サービスへ登録しておき、目で聴くテレビや携帯テレビを用

意しましょう。 

 災害時に知らない方と話をするために、会話カードを作っておきましょう。 

 

③肢体不自由のある方 

 杖や車いすは、常に点検をしましょう。特に車いすはタイヤやブレーキ、更に電動であ

ればバッテリーの充電や予備に留意しましょう。また、災害で壊れたりしないよう、置

く場所に注意しましょう。 

 日頃から安全に避難所まで移動できる道を確認しておきましょう。 

 

④知的障害のある方 

 ひとりでいる時に災害が起きた場合、どのように行動すれば良いのかを家族または支援

者で話し合い、練習しておきましょう。 

 避難所の場所や、家族の待ち合わせ場所、連絡方法を確認しておきましょう。 

 身元や連絡先が確認できる名札を、衣服や持ち物に貼っておきましょう。 
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⑤発達障害のある方 

 ひとりでいる時に災害が起きた場合、どのように行動すれば良いのかを家族または支援

者で話し合い、練習しておきましょう。 

 身の守り方、周囲の方に助けを求める方法などを確認しておきましょう。 

 自宅、学校、職場、通所施設などそれぞれの避難場所を確認しておきましょう。 

 

⑥精神障害のある方 

 かかりつけの医師に、災害が起きた時の治療や薬はどうしたらよいのか相談しておきま

しょう。 

 災害時に相談できる方の連絡先を、混乱しても忘れないよう書き留めておきましょう。 

 

⑦内部障害のある方、難病のある方 

 避難時には、日頃使用している装具の持ち出しを忘れないようにしましょう。 

 かかりつけの医師と、緊急時の対応について相談をしておきましょう。 

 災害時に緊急的支援を提供してくれる医療機関のリストを作っておきましょう。 

 故障に備えて、医療機器メーカーの緊急時の連絡方法を書き留めておきましょう。 

 避難所の設備や環境を確認し、必要な準備をしておきましょう。 
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２ 災害が発生したときには 

 

（１）災害発生時の心構え 

①はじめにすること 

 まず、自分の身の安全を確保しましょう。 

 地震の時はテーブルや机の下にもぐり頭を守ることが第一です。それが難しい場合は、

布団や座布団、クッションなどで頭を守りましょう。屋外にいる場合は倒れる物から離

れ、落下物に注意しましょう。 

 火災の時はすぐに１１９番に連絡し、近所の方に助けを求めましょう。初期消火は大切

ですが、決して無理をせず早く逃げましょう。 

 火事や倒壊などで建物に閉じ込められたり、逃げることが難しかったりしたときは、ホ

イッスルなどで大きな音を立て、助けを呼びましょう。 

 

②状況を確認する 

 あわてて外に飛び出したりせず、落ち着いて行動しましょう。 

 正しい防災情報を集めましょう。 

 家族や支援者へ自分の状況を連絡しましょう。 

 地震の時は電源ブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めましょう。ドアや窓を開けて、

建物に閉じ込められないようにしましょう。 

 困った時は、すぐに家族や近所の方に救助を依頼しましょう。 

 

③避難する 

 薬、装具、貴重品など、非常時に持ち出すものが揃っているか確認しましょう。 

 ひとりで行動することを避けて集団で行動し、危険を避けながら避難所へ移動しましょ

う。 

 在宅避難やテント泊、車中泊など避難所以外で生活する場合、自分がいる場所を民生委

員や自治会役員などの支援者に伝え、緊急情報や食料・飲料水などの支給の情報を受け

取れるようにしましょう。 
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（２）障害に応じた注意点 

①視覚障害のある方 

 地震の時 

 あわてずに、できる限り援助を待ちましょう。 

 建物が倒れそうだったりするときは、注意をしながら避難を開始しましょう。 

 自宅などの屋内でも、ガラスの破片などでケガをしないように運動靴等をはいて、

白杖を使うようにしましょう。 

 台風や豪雨の時 

 テレビやラジオの情報に注意し、危険を感じたら、家族や近くの方と早めに避難し

ましょう。 

 火事の時 

 すぐに１１９番に連絡し、近所の方に助けを求めましょう。 

 

②聴覚障害のある方 

 地震、台風や豪雨の時 

 避難する場合は、情報を得やすくするため、家族や近くの方と一緒に避難しましょ

う。 

 火事の時 

 近くの方にメモで火災の発生を知らせて、すぐに１１９番に連絡してもらい、初期

消火を協力して行いましょう。また、ＮＥＴ１１９緊急通報システムに登録してい

る方は積極的に活用しましょう。 

【ＮＥＴ１１９緊急通報システムについて】 

ＮＥＴ１１９緊急通報システムでは、携帯電話・スマートフォンを使い、音声に頼

らず、素早く１１９番通報することができます。スマートフォンの位置情報共有シ

ステムを利用し、チャット形式で消防署に状況を伝えることができます。 事前に登

録が必要なので、聴覚や発話に障害のある方は、四街道市障害者支援課又は四街道

市本部消防署にご申請ください。 
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③肢体不自由のある方 

 地震の時 

 自分のいる場所が安全であれば、慌てず家族や近くの方に援助を求めましょう。 

 車いすを使っている場合は、ブレーキを掛ける事を忘れないようにしましょう。 

 台風や豪雨の時 

 テレビやラジオの情報に注意し、危険を感じたら、家族や近くの方と早めに避難し

ましょう。 

 火事の時 

 近くの方に火災の発生を知らせて、１１９番への連絡と初期消火を協力して行いま

しょう。 

 

④知的、発達、精神障害のある方 

 地震の時 

 家族や近くにいる方の言うことを良く聞きましょう。 

 落ち着いて身を守り、近くにいる方と一緒に安全な場所に逃げましょう。 

 台風や豪雨の時 

 家族や知っている方と一緒にいるようにしましょう。 

 火事の時 

 すぐ外に逃げて、近くの方に火災の発生を伝えましょう。 
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（３）避難生活の注意点 

①避難所での生活について 

 自分の状況や、どの避難所にいるかという情報を、家族や支援者に連絡しましょう。 

 避難所の避難者名簿に必ず登録しましょう。 

 避難行動要支援者避難支援体制整備事業に登録している場合は、避難所運営者にそのこ

とを伝えましょう。 

 自分の障害のこと、生活するうえで注意が必要なことを、避難所運営者に伝えましょう。 

 聴覚障害・内部障害・難病の方は、外見から障害があることがわかりにくい場合がある

ので、避難所運営者に自分の疾患等を説明し、理解を求めましょう。 

 特別な配慮や福祉避難所への移動を希望する場合は、避難所運営者に申し出ましょう。 

 体調が悪い時は、避難所運営者や周囲の方に申し出て、医療機関への連絡をお願いしま

しょう。 

 継続して医療を受ける必要がある方は、かかりつけの医療機関に連絡し、対処方法につ

いて確認しましょう。 

②避難所以外で生活する場合 

 自分のいる場所（自宅・車中・テントなど）を民生委員や自治会役員などに伝え、緊急

情報や食料・飲料水などの支給の情報を受け取れるようにしましょう。 

 日ごろから、民生委員や自治会役員の電話番号などの連絡先を控えておきましょう。 

 

支援者情報記載欄（災害発生時に備え、連絡先を控えておきましょう） 

民生委員： 

電話番号： 

支 援 者： 

電話番号： 

自 治 会： 

電話番号： 

支 援 者： 

電話番号： 

支 援 者： 

電話番号： 

支 援 者： 

電話番号： 

支 援 者： 

電話番号： 

支 援 者： 

電話番号： 
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３ 障害に応じて必要となる対応 

 

大きな災害が発生した際には、行政の援助開始や救援物資の到着までには時間がかかりま

す。自治会、自主防災組織、ボランティアなどの方々が、自分の暮らす地域を自分で守ると

いう意識を持ち、互いに助けあうことが大切です。その助けあいの中で、障害のある方に対

しては、その障害の特性を考慮した支援と対応が必要となります。 

 

①視覚障害のある方 

災害発生時は、目からの情報が得られず、危険を回避することが難しくなります。普段問

題なく生活していた家や地域であっても、災害で状況が一変すると安全に行動することが難

しくなり、単独での素早い避難行動が困難です。 

 介助・支援の方法 

 「何かお手伝いしましょうか」と声を掛けてください。 

 周囲の状況を目で確認できないため、言葉で説明してください。 

 誘導する場合は、白杖を持っていない側または盲導犬と反対の側に立ち、一歩先を

歩き、誘導する人の肘の上または肩をつかんでもらってください。 

 歩行速度は本人に合わせ、周囲の状況を説明しながら、気をつけて歩いてください。 

 後ろから押す、手を引っ張る、肩や白杖をつかむことはしないでください。 

 「前に」「後ろに」などの具体的な方向や、「階段がある、段差がある」「上る、

下りる」など、行く先の状況が分かるように説明してください。 

 方向を伝える際には、正面を時計の文字盤の１２時として「何時の方向」といった

説明も有効です。 

 盲導犬と一緒の場合は、歩く方向を説明し、直接盲導犬を引いたり、触ったりしな

いでください。 

 避難所での生活について 

 設備、トイレの場所、部屋の広さなど、避難所内を案内しましょう。 

 壁づたいに移動できる場所、トイレに行きやすい場所、窓際など周囲の状況が把握

しやすい場所などで過ごしてもらえるよう、工夫しましょう。 

 周囲の状況が変化したら、その都度説明しましょう。 

 紙で周知される情報などがあったら、何が書いてあるのか伝えるようにしましょう。 
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 情報は指示語（これ・あれ・あちらなど）を使わず、できるだけ具体的な表現にし

ましょう。 

 本人が置いた物を移動させると、物の所在がわからなくなります。物を移動する場

合は、移動した場所を伝え、触って確認してもらってください。 

 

②聴覚障害のある方 

耳の不自由な方は、外見からはわかりにくい障害で、全く聞こえない方や補聴器を使用す

ることで会話ができる方などさまざまです。 

声を掛けても返事がなく、「無視された」、「失礼だ」と感じることもあると思います。

また、発音が不明瞭で聞き取りにくい場合もあります。 

災害時の情報の多くが「音声」によって伝達されるため、必要な情報の入手が困難です。 

 介助・支援の方法 

 耳または話すことが不自由な方を介助・支援するときは、音で情報を得ることが難

しいため、できるだけ、視覚で情報を伝えるようにしてください。 

 全ての方が手話を使えるとは限りません。また、発話が円滑にできないので、意思

や気持ちを口頭で伝えられなかったり、時間を要したりします。本人の受け答えの

様子を見ながら、複数の方法で情報を伝達してください。 

 情報の伝達方法としては、手話以外にも、身振りと表情、口の動き、携帯電話など

の画面を見てもらう、筆談、手のひらや空中に描いて説明をする、などがあります。 

 会話をするときは、まず肩を軽く叩いたり、合図で注意を引きつけたりしてから始

めてください。 

 前に回って、はっきり口を開けて、普段の速さで、「食事を」「配ります」のよう

に文節ごとに区切って話してください。 

 筆談は、「いつ」、「どこで」などを簡潔に書いてください。 

 音声で周知されるサイレンや防災無線など、災害や緊急時の情報はメモにして知ら

せてください。 

 避難所での生活について 

 情報を文字で伝える「お知らせ掲示板」などを設置しましょう。 

 周囲との会話ができず孤立しないよう、時々様子をうかがいましょう。 
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 停電時の夜間は、手話や筆談はできません。懐中電灯などを確保しましょう。 

 

③肢体不自由のある方 

肢体不自由の方は、神経系、脳、骨、関節、筋肉などの様々な原因により、手や足、体な

どの運動機能に障害があります。 

災害発生時、まず直面する問題が「避難」です。体を動かすことに支障があることが多い

ため、自分の体を守ること、自力で避難・脱出することが困難です。 

また、行動に制限があるため、多くの方が車いすや杖などの福祉用具や日常的な介助を利

用して生活をしていることから、避難生活においても食事や排泄、入浴、移動などにサポー

トが必要です。 

 介助・支援の方法 

 歩行困難な方を救助・脱出する際に、容易に車いすを使用できる場合は、車いすを

使用してください。車いすに移乗する時間もない場合は、毛布・マットレスなどに

乗せ、引きずって脱出しましょう。 

 ベッドに寝ている場合は、頭部を守ってマットレスごとベッドから降し、マットレ

スを引きずって脱出しましょう。 

 杖歩行や歩行器を使用する方を誘導する場合は、段差やでこぼこの少ない場所を選

んで歩くようにしましょう。 

 救助する方は基本的に、杖を持っていない側（マヒ側）に立ち、ズボンやベルトを

しっかり持って腰の部分を支え、バランスを崩したときに対応できるようにしまし

ょう。 

 ひとりでの救助が難しいと思われるときは、速やかに応援を依頼しましょう。 

 避難所での生活について 

 通路を確保する、段差を解消する、通路に物を置かないようにするなど、車いすや

歩行困難者が動きやすい環境を整備しましょう。 

 車いす対応トイレがある場合、トイレの場所を案内し、本人の意向を確認の上、ト

イレに近い場所を確保するなど、移動が少なくて済むよう配慮しましょう。 

 体温調節が困難な方もいるので、優先的に毛布等を用意しましょう。また、「寒く

ないですか」など、声掛けをしましょう。 
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 介助者や介助技術を指導できる方を確保し配置しましょう。 

 食事・排泄・入浴・移動などの積極的なサポートをしましょう。 

 電動車いすなどのバッテリー利用者のための電源を確保しましょう。 

 

④知的障害のある方 

 先天的な疾患や事故、疾病などが原因で生じた脳の障害で、発達期（１８歳未満）に知能

の発達が遅滞した状態にとどまってしまい、学習・日常生活の維持・社会生活への適応など

が著しく困難となる障害です。 

ひとりでは衣・食・排泄などの日常生活を維持することが困難な方や、意思疎通が困難で

常に介助や保護が必要な方から、ひとりで社会生活ができる人まで、個人差があります。 

災害時に影響がありそうな障害の特性として、次のようなものがあります。 

・急激な環境の変化への対応が苦手で、パニックを起こすことがあります。 

・理解力の遅れにより、突発的な出来事に対処できないことがあります。 

・適切な判断ができないことがあります。 

・学習するのに時間がかかり、すぐには覚えられないことがあります。 

・行動パターンなど、強くこだわりをもつことがあります。 

・コミュニケーションがうまくとれないことがあります。 

 介助・支援の方法 

 気持ちが混乱したり、恐怖で動けなくなったりすることもあるので、介助をすると

きは必ず「何か困っていますか」などの声掛けをしたうえで、わかりやすく説明し、

安全な場所まで誘導してください。 

 名前がわかっている方であれば、名前を呼んで声掛けをしましょう。 

 落ち着いた口調でやさしく話しましょう。本人が混乱していると、話が伝わりにく

くなります。 

 「どうしますか」という判断を委ねるような質問や詳しく説明をすればするほど、

混乱を招いてしまう場合があるので、ゆっくりと、具体的に、短い言葉で話しかけ

ましょう。 

 「危ない」、「怖い」など不安になる言葉をさけ、安心する声掛けをしましょう。 
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 本人が言ったことを復唱すると、相手にも伝わったことがわかり、安心感に繋がり

ます。 

 不安から大声を出しても、叱ったり、押さえつけたりしないで落ち着いて接してく

ださい。 

 ケガや痛みがあっても伝えられない方、痛みに鈍感な方がいるので、表情をよく確

認してください。 

 避難所での生活について 

 特性により、障害者本人はもとより家族や介助者も誤解や偏見・非難を受けやすい

側面があるので、避難所生活に配慮する必要があります。 

 顔見知りの方や仲間と一緒に生活できるエリアを設置しましょう。 

 パーテーションの設置や個室の用意など、落ち着ける空間を確保しましょう。 

 介助する家族の精神的ストレスを軽減するための相談窓口を設置しましょう。 

 言葉で理解できなくても、絵に描く、メモなど視覚面を含めたコミュニケーション

で伝わる方もいます。絵、図、ふりがなをふった文字など、その方が理解できる方

法で情報を伝えましょう。 

 周りの理解と協力を促しましょう。 

 日用品や食べ物への特別なこだわりなどの障害特性を理解しましょう。 

 ひとりでは災害状況の把握や避難所での生活が困難なので、介助者や周囲のサポー

トが必要です。 

 

⑤発達障害のある方 

自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害が

あって、いつもと状況が違ったり、変化が起こると対応できず、落ち着きがなくなったり、

パニックを起こしたりすることがあります。 

他人との関係づくりやコミュニケーションなどがとても苦手ですが、優れた能力が発揮さ

れている場合もあり、周囲にはアンバランスな様子が理解されにくい障害です。また、一見、

障害があるように見えない方も多くいます。 

 介助・支援の方法 

 周りの方たちとのコミュニケーションをとることが難しく、災害時には状況の急変
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を正確に感じにくいため、家の中にひとりで取り残されていないか声掛けをしまし

ょう。 

 大人の場合、子ども扱いをしないようにしてください。 

 説明や指示をするときは、抽象的な表現は用いず、具体的な言葉を使いましょう。 

 否定的な言葉ではなく、肯定的でわかりやすい言葉を使いましょう。 

 大きい声や強い口調に驚いて混乱を起こす方もいますので、穏やかに優しく話しか

けましょう。 

 不安から急に混乱することがあります。そういった場合は、安全な場所に移動し気

持ちを静めるようにしてください。 

 ケガや痛みがあっても伝えられない方、痛みに鈍感な方がいますので、よく確認し

ましょう。 

 多動の場合には、しっかり手をつないで歩きましょう。 

 避難所での生活について 

 福祉避難所の説明をし、入所時に希望を確認しましょう。 

 座布団や椅子などを置いて、本人の居場所を明示しましょう。 

 パーテーションを設置するなど、落ち着ける空間づくりの対応をしましょう。 

 パーテーションには、配慮が必要なことを伝える表示をし、周囲もその状況を理解

できるようにしましょう。 

 避難所での過ごし方を絵や短い文に書いて、本人と一緒に確かめましょう。 

 

⑥精神障害のある方 

脳内の伝達機能の不都合等によりさまざまな精神・身体症状や行動の変化が現れる心の病

です。投薬や治療により、症状をコントロールしながら生活しています。 

災害時には環境の変化により、不安の高まりや神経が過敏になるため混乱することもあり、

周囲の状況の判断や適切な自身の行動が難しい方もいます。 

外見からはわかりにくいために理解されずに孤立してしまう方もいます。 

 介助・支援の方法 

 ストレスに弱い方、神経が過敏な方、コミュニケーションが苦手な方、急な環境の

変化に適応しにくい方など、さまざまです。不安を和らげることを心掛けて落ち着
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いた態度で接しましょう。 

 自分から介助や支援を申し出ることを遠慮してしまう方もいるので、やさしく声を

掛けましょう。 

 不安を和らげる避難誘導を心掛けましょう。 

 大きな声で指示したりすると、不安が強くなる場合があるので、冷静な態度で、災

害の状況や避難所の位置などをわかりやすい言葉で説明しましょう。 

 本人を安心させ、冷静さを保つよう声を掛けましょう。 

 不安から大声を出したり行動が異常になっても、叱ったり、押さえつけないように

しましょう。 

 ヘルプマークやヘルプカードを確認しましょう。 

 混乱して自分の状況や必要な支援を伝えられないこともあるので、必要なサポート

内容や注意点、薬を常用している方であれば、薬の携行を確認しましょう。 

 避難所での生活について 

 パーテーションを設置したり、家族や知人と一緒に生活できるようにしたりするな

ど、落ち着ける空間づくりの対応をしましょう。 

 薬の飲み忘れがないようにすることや、心理的に孤立しないよう見守りましょう。 

 急激な環境の変化により、精神的に不安定となったり、病状が悪化したりする場合

があるため、無理強いせず本人の意思を尊重しましょう。 

 避難所で一緒に生活する家族の心労や悩みを理解し、居場所を確保できるような配

慮をしましょう。 

 

⑦内部障害のある方、難病のある方 

さまざまな臓器や免疫機能に障害のある方で、常に生命維持のための医療的ケアや、継続

した健康管理、介護が必要です。 

被災し、治療やケアが受けられなくなると命にかかわりますが、障害が外見からはわかり

にくいため、周囲の理解が必要となります。 

病気によって症状もさまざまなので、他の障害への対応を参考にしてください。 

 介助・支援の方法 

 外見などでは障害があるかどうかがわかりにくく、また、自力歩行や素早い避難行
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動が困難な場合もあります。病気の程度や障害の状態によって、必要な支援が大き

く異なるため、一人ひとりの状況を的確に把握しましょう。 

 どのような支援や配慮が必要か、本人や家族に確認しましょう。 

 ヘルプマークやヘルプカードを確認しましょう。 

 本人の希望があれば、必要に応じ医療機関に連絡して、その指示に従いましょう。 

 携帯電話は、ペースメーカーに誤作動を生じさせる可能性があるので、近くで使用

する場合は本人に確認しましょう。 

 避難所での生活について 

 医療機関との連携に努めましょう。 

 薬、食事、器具など必要な物の確保に努めましょう。 

 医療行為を受ける必要のある人には申し出てもらい、行政と連絡をとって受入可能

な病院の確認や移動手段を確保しましょう。 

 特別な治療が必要な方は、医療救護所や看護師、保健師などに相談しましょう。 
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４ 避難行動要支援者避難支援体制整備事業に登録しましょう 

 

 避難行動要支援者避難支援体制整備事業とは 

災害時に自らを守るための適切な行動が困難で、何らかの助けが必要となる方について、

平常時から地域住民同士で災害時の備えを行っていく事業です。災害が起きたときに速

やかに避難や安否確認等が行われるよう、避難支援等関係者と連携していきます。 

避難支援等関係者について、四街道市では「民生委員・児童委員、社会福祉協議会、地

域包括支援センター、区・自治会、自主防災組織、消防団、警察署」としています。 

 

 事業に参加するためには 

参加を希望される方は「避難行動要支援者台帳」に登録を行い、避難支援に必要な個人

情報を、区・自治会、民生委員等の避難支援等関係者へ情報提供することに同意してい

ただく必要があります。なお、希望される方は社会福祉課、高齢者支援課、障害者支援

課に備えてある「避難行動要支援者台帳（調査票）」を提出してください。 

 

 事業に参加いただいた後は 

「避難行動要支援者台帳」に登録後は、支援体制が整い次第、市は電話・訪問により、

個別の災害時の支援方法について打ち合わせを実施し、「個別避難計画」を策定します。

「個別避難計画」とは、高齢者や障害者等の自ら避難することが困難な避難行動要支援

者ごとに作成する計画です。 

地域における災害被害の想定や本人の心身の状況等を踏まえ、優先度の高い者から計画

を作成します。 

  

この制度は、災害時の被害を可能な限り少なくしようとするものです。避難支援者が災

害にあうことや支援能力にも限界があるため、災害時の避難支援を確約するものではあ

りません。 
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５ 災害時の避難先 

 

 指定緊急避難場所とは 

地震、がけ崩れ、洪水等による危険が切迫した状況において、緊急避難先として位置づ

けるものであり、生命の安全の確保を目的としたものです。 

 指定一般避難所とは 

災害の危険性があり避難した方たちを、災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在さ

せ、または災害により家に戻れなくなった方たちを、一時的に滞在させることを目的と

した施設です。 

 福祉避難所とは 

大規模災害発生後、一般避難所に避難した高齢者や障害者など要配慮者と呼ばれる方た

ちが、避難所での生活に支障をきたし、特別な支援や配慮を必要とした場合に初めて開

設される避難所です。今後、大規模災害が発生した際は、協定を結んだ福祉施設に必要

に応じて、福祉避難所を開設します。 

 

 

指定緊急避難場所一覧 

番号 名称 所在地 対象とする異常な現象の種類 

   

洪水 

崖崩

れ、土

石流お

よび地

滑り 

地震 
大規模 

な火事 

1 南小学校 物井 1536 ○ ○ ○  

2 八木原小学校 千代田 5-4 ○ ○ ○  

3 千代田中学校 千代田 5-27 ○ ○ ○  



公助（災害対策に関する行政サービス） 

19 
 

番号 名称 所在地 対象とする異常な現象の種類 

 

  

洪水 

崖崩

れ、土

石流お

よび地

滑り 

地震 
大規模

な火事 

4 栗山小学校 つくし座 3-1-8 ○ ○ ○  

5 四街道北中学校 栗山 1055 ○ ○ ○  

6 四街道北高等学校 栗山 1055-4 ○ ○ ○  

7 千葉盲学校 大日 468-1 ○ ○ ○  

8 四街道高等学校 鹿渡 809-2 ○ ○ ○  

9 中央小学校 鹿渡 917 ○ ○ ○  

10 中央公園 鹿渡無番地 ○ ○ ○  

11 四街道中学校 めいわ 1-3 ○ ○ ○  

12 千葉敬愛高等学校 四街道 1522 ○ ○ ○  

13 
愛国学園大学附属

四街道高等学校 

四街道 1532-16 
○ ○ ○ 

 

14 四街道小学校 四街道 1557 ○ ○ ○  

15 四街道西中学校 大日 23 ○ ○ ○  

16 大日小学校 大日 978 ○ ○ ○  

17 和良比小学校 美しが丘 3-12 ○ ○ ○  

18 四和小学校 和良比 228 ○ ○ ○  

19 山梨小学校 旭ヶ丘 1-9-12 ○ ○ ○  

20 旭小学校 山梨 1485 ○ ○ ○  

21 みそら小学校 みそら 2-13 ○ ○ ○  

22 旭中学校 南波佐間 267 ○ ○ ○  

23 吉岡小学校 鷹の台 3-2 ○ ○ ○  
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番号 名称 所在地 対象とする異常な現象の種類 

 

  

洪水 

崖崩

れ、土

石流お

よび地

滑り 

地震 
大規模

な火事 

24 四街道総合公園 和田 161 ○ ○ ○ ○ 

 

 

指定一般避難所一覧 

番号 名称 所在地 指定緊急避難場所との重複 

1 南小学校 物井 1536 ○ 

2 八木原小学校 千代田 5-4 ○ 

3 千代田中学校 千代田 5-27 ○ 

4 栗山小学校 つくし座 3-1-8 ○ 

5 四街道北中学校 栗山 1055 ○ 

6 四街道北高等学校 栗山 1055-4 ○ 

7 四街道高等学校 鹿渡 809-2 ○ 

8 中央小学校 鹿渡 917 ○ 

9 四街道中学校 めいわ 1-3 ○ 

10 千葉敬愛高等学校 四街道 1522 ○ 

11 
愛国学園大学附属 

四街道高等学校 
四街道 1532-16 ○ 

12 四街道小学校 四街道 1557 ○ 

13 四街道西中学校 大日 23 ○ 

14 大日小学校 大日 978 ○ 

15 和良比小学校 美しが丘 3-12 ○ 
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番号 名称 所在地 指定緊急避難場所との重複 

16 四和小学校 和良比 228 ○ 

17 山梨小学校 旭ヶ丘 1-9-12 ○ 

18 旭小学校 山梨 1485 ○ 

19 みそら小学校 みそら 2-13 ○ 

20 旭中学校 南波佐間 267 ○ 

21 吉岡小学校 鷹の台 3-2 ○ 

22 四街道公民館 四街道 1532-17  

23 千代田公民館 もねの里 3-20-30  

24 旭公民館 和田 54-10  

25 四街道総合公園 和田 161 ○ 

26 文化センターホール棟 大日 396  

27 
南部総合福祉センター 

わろうべの里 
和良比 635-4 

 

 

 

福祉避難所一覧 

事業者 施設名称 所在地 

社会福祉法人 翠昴会 
永幸苑 上野 199 

ピクシーフォレスト 上野 199 

社会福祉法人 旭会 特別養護老人ホーム あさひ園 山梨 1488-1 

社会福祉法人 勝曼会 特別養護老人ホーム あすみの丘 大日 1623-1 

社会福祉法人 慈照会 四街道老人ホーム 大日 2132-4 

医療法人社団 威風会 介護老人保健施設 栗の郷 栗山 906-1 

医療法人社団 暁会 
介護老人保健施設 のぞみ 大日 1685-10 

きわみデイサービスセンター 大日 1681-1 

医療法人 沖縄徳洲会 四街道徳洲会デイケア 吉岡 1830-1 

社会福祉法人 双樹会 
地域密着型特別養護老人ホーム 

リバーサイド 
小名木 101-9 
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事業者 施設名称 所在地 

社会福祉法人 樹会 特別養護老人ホーム 四街道苑 鹿放ケ丘 593-3 

社会福祉法人 よつかい

どう福祉会 

生活介護 はちみつ たかおの杜 15-5 

教育施設 

千葉県立千葉盲学校 大日 468-2 

千葉県立四街道特別支援学校 鹿渡 934-45 
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 ヘルプカードとは 

援助を必要としている方などが携帯し、いざというときに必要な援助や配慮を周囲の方

にお願いするための手段として、千葉県が作成したカードです。カードに、名前、住所、

連絡先、障害名・病名、配慮してほしいことや手助けしてほしいことなどを事前に記入

し、日ごろから持ち歩きましょう。 

障害者支援課窓口で配布のほか、市ホームページからダウンロードし、印刷して利用す

ることもできます。 

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kenkofukushi/shogaifukushi/ 

shogaifukusi-sisaku/herupuka-do2017.html 

 

 

 

 

 

6 ヘルプカードやヘルプマークを活用しましょう 
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 ヘルプマークとは 

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方、突発的

な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方、視覚障害者や聴覚障害者などの

状況把握が難しい方など、外見からは援助などを必要としているかわかりにくい方が援

助や配慮を必要としている事を周囲に知ってもらうためのものです。障害者支援課窓口

で配布しますが、数に限りがありますので、１人につき１個となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kenkofukushi/shogaifukushi/ 

                     shogaifukusi-sisaku/herupuma-ku.html 
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7 メールを利用した災害情報の配信 

 

 緊急速報メール（エリアメール） 

携帯電話を利用した災害時専用の情報配信の仕組みです。気象庁が配信する緊急地震速

報、特別警報などの気象情報、四街道市が配信する災害・避難情報などを、回線混雑の

影響を受けずに受けとることができます。 

使用料・通話料などは全て無料となりますが、一部対応していない携帯電話の機種、（エ

リア）メールの受信設定が必要な機種があります。 

詳しくは、四街道市のホームページをご確認ください。 

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/bohan/bosai/saigai-sonae/eriame-ru.html 

 

 

 

 メール配信サービス「よめーる」 

四街道市が運用管理する電子メールを活用したサービスです。気象情報・災害情報のほ

かにも、防災行政無線の放送内容や四街道市に関すること、市民の生活に関わりのある

ことなどをメールで受け取ることができます。 

詳しくは、四街道市のホームページをご確認ください。 

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/koho/mail/index.html 
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8 インターネットを利用した災害情報の収集方法 

 

 電気・水道・ガスなどのライフラインや、道路・交通情報・鉄道情報などのリンク集 

生活に必要な情報を提供している企業などのホームページへのリンク集です。 

パソコン、スマートフォンなどでご利用ください。 

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/bohan/bosai/saigai-sonae/bousai_link.html 

 

 

 

 Twitter 

四街道市の情報を配信しています。フォローをお願いします。 

 

 

 

 ＬＩＮＥ 

四街道市の情報を発信しています。友達追加をお願いします。 

 

 

 

 Facebook 

四街道市の情報を発信しています。フォローをお願いします。 

 

 

 

 Yahoo!防災速報 

Yahoo!が提供するスマートフォン向けアプリケーションです。災害速報、気象警報な

どのほか、四街道市が発表する防災情報を受け取ることができます。 
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9 災害時の電話・FAX配信サービスによる緊急情報の配信 

 

携帯電話やスマートフォンなどを使用していない方で、緊急情報の入手が困難な方を対象

に、ご自宅の電話やFAXに災害情報を自動配信するサービスを行っています。 

サービスの利用するためには、事前の申し込みが必要です。 

 

（配信される情報） 

 避難情報（避難指示など） 

 国民保護情報（弾道ミサイル情報、大規模テロ情報など） 

 その他災害時の緊急情報 

 

（サービスを利用できる方） 

 電話：高齢者、障害者などの要配慮者や防災行政無線が聞き取りにくい人のうち、携帯   

電話やスマートフォンなどを所有していない方 

 FAX：聴覚障害者などで、携帯電話やスマートフォンなどを所有していない方 

 

（申し込み方法） 

四街道市危機管理室までお問い合わせください 

電話：043-421-6102  ＦＡＸ：043-424-8922 

 

１０ 防災行政無線を聞き直したいとき 

 

 市が設置している屋外スピーカーから、災害時の情報などを放送しています。放送が聞き

取れなかった場合は、「防災行政無線情報提供テレホンサービス」で聞くことができます。 

 

（電話番号） 

 0120-972-302（無料） 

 050-5526-4041（通話料がかかります） 
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   四街道市医療的ケア児等支援協議会設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態

にある児童や重症心身障害児等（以下「医療的ケア児等」という。）に対し、その支援

に携わる保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各分野の関係機関及び当事者等が課題

及び対応策について継続的に情報共有及び意見交換を行うことにより、連携体制を構築

し、及び維持するとともに、医療的ケア児等及びその家族に対する必要な支援を実施す

ることを目的として、四街道市医療的ケア児等支援協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

 ⑴ 医療的ケア児等の現状把握及び分析に関すること。 

 ⑵ 医療的ケア児等の支援に係る地域の課題の抽出及び施策に関すること。 

 ⑶ 医療的ケア児等の支援に係る関係機関等との連携及び連絡調整に関すること。 

 ⑷ その他、医療的ケア児等の支援のために必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する委員２０人以内を

もって組織する。 

 ⑴ 保健・医療の関係者 

 ⑵ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条第１８項に基づく指定特定相

談支援事業者又は指定一般相談支援事業者 

 ⑶ 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者又は児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第６条の２の２第１号に基づく指定障害児通所支援事業者 

 ⑷ 保育・教育の関係者 

 ⑸ 市職員 

 ⑹ 医療的ケア児等又はその家族 

 ⑺ 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員の中から会長が指名する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 
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４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会は、会長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。 

２ 会長は、協議会において会議の議長となる。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、

又は資料の提出を求めることができる。 

 （会議の公開） 

第７条 協議会は、協議事項として医療的ケア児等およびその家族の個人情報を取り扱う

必要があることから、原則非公開とする。 

 （守秘義務） 

第８条 委員は、協議会の職務を通して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。 

 （庶務） 

第９条 協議会に関する庶務は、福祉サービス部障害者支援課において処理する。 

 （補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年１２月２８日から施行する。 
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障害者差別解消法における協議の実施予定について 

 

１．当市における障害者差別協議会の「定義」 

 協議会の設置や新たに部会を立ち上げる事は行わず、必要に応じて協議でき 

る場として、生活部会を活用。 

 

２．障害者差別協議会に求められるもの 

 ①平成２８年４月１日「障害者差別解消法」が施行。地方公共団体に不当な 

差別取扱いの禁止、合理的配慮の提供が義務付けられたほか、差別に関す 

る相談、差別を解消するための取組みについて協議を行う場として、地域 

協議会の設置が出来るものとされた。 

 ②令和３年６月４日、「改正障害者差別解消法」が施行。これまで努力義務と 

されていた民間業者の合理的配慮の提供が義務付けられる事となった。 

 

３．今後の協議内容（来年度以降） 

 基幹相談支援センター等が対応した相談に係る事例の共有 

生活部会構成員等からの事例の共有や検討 

 民間事業者への取り組みの支援 

市内事業者に対し、障害者からの相談等の現況についてアンケートを実施 

 障害者差別解消に係る取組の周知・発信や研修・啓発 

リーフレットの配布（市内事業者や窓口配布） 

市ホームページ等を活用した情報発信 

市内事業所又は障害福祉サービス事業者向けの研修など 

 



施行期日：公布の日から起算して３月を経過した日（令和３年９月18日）

検討条項：法施行後３年を目途としてこの法律の実施状況等を勘案した検討
医療的ケア児の実態把握のための具体的な方策／災害時における医療的ケア児に対する支援の在り方についての検討

医療的ケア児支援センター（都道府県知事が社会福祉法人等を指定又は自ら行う）
○医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行う
○医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報の提供及び研修を行う 等

保育所の設置者、学校の設置者等による措置

○保育所における医療的ケアその他の支援
看護師等又は喀痰吸引等が可能な保育士の配置

○学校における医療的ケアその他の支援
看護師等の配置

国・地方公共団体による措置

○医療的ケア児が在籍する保育所、学校等に対する支援
○医療的ケア児及び家族の日常生活における支援
○相談体制の整備 ○情報の共有の促進 ○広報啓発
○支援を行う人材の確保 ○研究開発等の推進

支

援

措

置

保育所の設置者、
学校の設置者等の責務

国･地方公共団体の責務

基本理念
１ 医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支援
２ 個々の医療的ケア児の状況に応じ、切れ目なく行われる支援

医療的ケア児が医療的ケア児でない児童等と共に教育を受けられるよう
に最大限に配慮しつつ適切に行われる教育に係る支援等

３ 医療的ケア児でなくなった後にも配慮した支援
４ 医療的ケア児と保護者の意思を最大限に尊重した施策
５ 居住地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられる施策

立法の目的
○医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加

○医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切

な支援を受けられるようにすることが重要

な課題となっている

⇒医療的ケア児の健やかな成長を図るととも

に、その家族の離職の防止に資する

⇒安心して子どもを生み、育てることができ

る社会の実現に寄与する

◎医療的ケア児とは
日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為）

を受けることが不可欠である児童（１８歳以上の高校生等を含む。）

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全体像
（令和３年法律第81号）（令和３年６月11日成立・同年6月18日公布）
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選出区分 備考

1 保健・医療関係者 訪問看護ステーション美しが丘支所

2 保健・医療関係者 印旛保健所

3 保健・医療機関 成田地域生活支援センター

4 障害福祉サービス事業者 生活クラブ風の村（いんば中核支援センターすけっと）

5 障害福祉サービス事業者 特定非営利活動法人　希望

6 障害福祉サービス事業者 社会福祉法人よつかいどう福祉会

7 相談支援事業所 相談支援事業所　らしんばん

8 相談支援事業者 相談支援事業所　ほほえみ

9 相談支援事業者 相談支援事業所　ひだまり

10 障害者関係団体 心のボランティア　オアシス

包括ケアシステム作業部会（仮称）委員（案）




